
Ｄ

高額介護合算
療養費

ｄ

高額医療合算
介護サービス費

Ｃ＋ｃ (国保自己負担額＋介護利用者負担額)＞限度額であれば

限度額を超過した額を自己負担割合に応じて按分

正 Ｃ+ｃ　　　　　　　　誤 Ｃ+ａ

※正しくはＣとｃの合算で計算するところ、システム上
　ｂの差引が漏れており、結果的にはＣとａの合算額で

給付額を算定してしまったため、過支給が生じた。

高額介護合算療養費及び高額医療合算介護サービス費のしくみ

Ａ-Ｂ＝Ｃ
国民健康保険自己負担額

Ｂ
一定額以上の

自己負担分を支給

ｂ
一定額以上の

利用者負担分を支給

ａ-ｂ＝ｃ
介護保険利用者負担額

Ａ 国民健康保険

自己負担額

ａ 介護保険

利用者負担額

国民健康保険

高額療養費

介護保険

高額介護サービス費

国保＋介護

高額介護合算

療養費

及び

高額医療合算

介護サービス費

合算処理
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